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１．18年10月期の業績（平成17年11月１日～平成18年10月31日）

(1）経営成績 （注）本表並びに添付資料において百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年10月期 66,128 37.4 5,349 60.7 5,552 60.3

17年10月期 48,144 14.6 3,328 12.2 3,463 11.4

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年10月期 3,048 55.4 282 99 　───── 14.7 12.6 8.4

17年10月期 1,961 20.2 184 77 　───── 10.9 9.5 7.2

（注）①期中平均株式数 18年10月期      10,773,910株 17年10月期 10,399,603株

②会計処理の方法の変更 無

③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年10月期 48,959 22,120 45.2 2,053 19

17年10月期 38,862 19,243 49.5 1,782 34

（注）①期末発行済株式数 18年10月期      10,773,657株 17年10月期 10,774,236株

②期末自己株式数 18年10月期       26,343株 17年10月期 25,764株

２．19年10月期の業績予想（平成18年11月１日～平成19年10月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 33,200 2,790 1,590

通　期 66,700 5,600 3,200

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　297円02銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金
配当金総額 配当性向 純資産配当率

中間期末 期末 年間

円 円 円 百万円 ％ ％

17年10月期 8 10 18 189 9.7 1.0

18年10月期 11 15 26 280 9.2 1.4

19年10月期（予想） 13 13 26    

※　上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な

要因によって予想数値と異なる可能性があります。

　なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の４、５ページを参照して下さい。
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個別財務諸表等
1．貸借対照表

前事業年度
（平成17年10月31日）

当事業年度
（平成18年10月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ．流動資産

１．現金及び預金 4,248 3,743

２．受取手形 9,417 12,283

３．売掛金 7,844 12,199

４．有価証券 38 33

５．商品 2,628 3,694

６．前払費用 17 17

７．関係会社短期貸付金 170 200

８．繰延税金資産 252 430

９．その他 29 73

10．貸倒引当金 △37 △155

流動資産合計 24,609 63.3 32,520 66.4

Ⅱ．固定資産

１．有形固定資産

(1）建物 ※１ 3,855 4,942

減価償却累計額 1,508 2,346 1,637 3,305

(2）構築物 113 162

減価償却累計額 74 39 82 80

(3）機械装置 315 408

減価償却累計額 196 119 219 189

(4）車両運搬具 11 14

減価償却累計額 9 1 10 3

(5）工具・器具・備品 159 147

減価償却累計額 130 28 109 38

(6）土地 ※１ 5,994 7,040

(7）建設仮勘定 1,377 859

有形固定資産合計 9,908 25.5 11,516 23.5
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前事業年度
（平成17年10月31日）

当事業年度
（平成18年10月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

２．無形固定資産

(1）電話加入権 16 16

(2）水道施設利用権 1 3

(3）ソフトウェア 19 16

無形固定資産合計 37 0.1 36 0.1

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 1,560 1,946

(2）関係会社株式 395 332

(3）出資金 4 4

(4）関係会社出資金 164 －

(5）長期貸付金 120 113

(6）従業員長期貸付金 4 7

(7）関係会社長期貸付金 617 605

(8）破産債権、再生債権、
更生債権その他これら
に準ずる債権

336 389

(9）長期前払費用 75 101

(10）差入保証金 311 315

(11）保険積立金 581 884

(12）繰延税金資産 816 932

(13）その他 132 132

(14）貸倒引当金 △813 △879

投資その他の資産合
計

4,307 11.1 4,886 10.0

固定資産合計 14,252 36.7 16,439 33.6

資産合計 38,862 100.0 48,959 100.0
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前事業年度
（平成17年10月31日）

当事業年度
（平成18年10月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ．流動負債

１．支払手形 654 982

２．買掛金 ※１ 15,624 21,283

３．未払金 187 196

４．未払費用 122 151

５．未払法人税等 814 1,820

６．未払消費税等 67 98

７．預り金 12 15

８．前受収益 0 0

９．賞与引当金 410 470

10．役員賞与引当金 － 50

11．設備支払手形 122 63

12．その他 3 0

流動負債合計 18,018 46.4 25,132 51.3

Ⅱ．固定負債

１．退職給付引当金 1,041 1,095

２．役員退職慰労引当金 488 539

３．預り保証金 70 72

固定負債合計 1,600 4.1 1,707 3.5

負債合計 19,618 50.5 26,839 54.8

（資本の部）

Ⅰ．資本金 ※２ 2,575 6.6 － －

Ⅱ．資本剰余金

１．資本準備金 3,372 －

資本剰余金合計 3,372 8.7 － －

Ⅲ．利益剰余金

１．利益準備金 166 －

２．任意積立金

(1）配当平均積立金 62 －

(2）退職積立金 150 －

(3）別途積立金 10,683 －

３．当期未処分利益 2,024 －

利益剰余金合計 13,086 33.7 － －
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前事業年度
（平成17年10月31日）

当事業年度
（平成18年10月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅳ．その他有価証券評価差額金 233 0.6 － －

Ⅴ．自己株式 ※３ △23 △0.1 － －

資本合計 19,243 49.5 － －

負債・資本合計 38,862 100.0 － －

（純資産の部）

Ⅰ．株主資本

１．資本金 － － 2,575 5.3

２．資本剰余金

(1）資本準備金 － 3,372

(2）その他資本剰余金 － 0

資本剰余金合計 － － 3,372 6.9

３．利益剰余金

(1）利益準備金 － 166

(2）その他利益剰余金

配当平均積立金 － 62

退職積立金 － 150

別途積立金 － 12,343

繰越利益剰余金 － 3,147

利益剰余金合計 － － 15,869 32.4

４．自己株式 － － △25 △0.1

株主資本合計 － － 21,791 44.5

Ⅱ．評価・換算差額等

１．その他有価証券評価差額
金

－ － 329 0.7

評価・換算差額等合
計

－ － 329 0.7

純資産合計 － － 22,120 45.2

負債・純資産合計 － － 48,959 100.0
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2．損益計算書

前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ．売上高 48,144 100.0 66,128 100.0

Ⅱ．売上原価

１．商品期首たな卸高 2,337 2,628

２．当期商品仕入高 39,357 55,304

合計 41,694 57,932

３．商品期末たな卸高 2,628 39,066 81.1 3,694 54,238 82.0

売上総利益 9,078 18.9 11,890 18.0

Ⅲ．販売費及び一般管理費

１．荷造運搬費 815 891

２．広告宣伝費 13 31

３．貸倒引当金繰入額 18 172

４．役員報酬 119 128

５．給料手当 1,898 1,984

６．賞与 368 443

７．賞与引当金繰入額 410 470

８．役員賞与引当金繰入額 － 50

９．退職給付費用 129 117

10．役員退職慰労引当金繰入
額

29 50

11．福利厚生費 569 633

12．旅費交通費 100 111

13．通信費 108 112

14．交際費 77 88

15．租税公課 154 198

16．事務用消耗品費 50 61

17．消耗工具器具備品費 86 100

18．修繕費 52 104

19．賃借料 258 272

20．水道光熱費 47 51

21．減価償却費 180 213

22．その他 259 5,750 12.0 251 6,541 9.9

営業利益 3,328 6.9 5,349 8.1
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前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅳ．営業外収益

１．受取利息 24 23

２．受取配当金 16 30

３．受取家賃 46 59

４．スクラップ売却益 － 32

５．その他 68 155 0.3 64 210 0.3

Ⅴ．営業外費用

１．支払利息 0 2

２．コミットメントフィー 2 2

３．新株発行費 14 －

４．その他 2 20 0.0 2 7 0.0

経常利益 3,463 7.2 5,552 8.4

Ⅵ．特別利益

１．投資有価証券売却益 21 21

２．投資有価証券償還益 － 22

３．投資事業組合収益 53 75 0.2 － 44 0.1

Ⅶ．特別損失

１．有価証券評価損 － 93

２．固定資産除却損 ※１ － 42

３．減損損失 ※２ － 64

４．関係会社株式評価損 － 115

５．投資事業組合損失 － 20

６．ゴルフ会員権評価損 21 16

７．関係会社貸倒引当金繰入
額

57 78 0.2 － 352 0.6

税引前当期純利益 3,459 7.2 5,244 7.9

法人税、住民税及び事
業税

1,542 2,556

法人税等調整額 △44 1,498 3.1 △360 2,195 3.3

当期純利益 1,961 4.1 3,048 4.6

前期繰越利益 145 －

中間配当額 82 －

当期未処分利益 2,024 －
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3．利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

①利益処分計算書

前事業年度
株主総会承認日

（平成18年１月26日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅰ．当期未処分利益 2,024

Ⅱ．利益処分額

１．配当金 107

２．取締役賞与金 40

３．任意積立金

(1）別途積立金 1,660 1,807

Ⅲ．次期繰越利益 217

 

②株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成17年11月１日　至　平成18年10月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備
金

その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計配当平均

積立金
退職積立
金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成17年10月31日　残高
（百万円）

2,575 3,372 － 3,372 166 62 150 10,683 2,024 13,086

事業年度中の変動額

別途積立金の積立        1,660 △1,660 －

剰余金の配当         △107 △107

剰余金の配当（中間配当）         △118 △118

利益処分による役員賞与         △40 △40

当期純利益         3,048 3,048

自己株式の取得           

自己株式の処分   0 0       

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

          

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ － 0 0 － － － 1,660 1,122 2,782

平成18年10月31日　残高
（百万円）

2,575 3,372 0 3,372 166 62 150 12,343 3,147 15,869
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株主資本
評価・換算
差額等

純資産合計

自己株式 株主資本合計
その他有価証券
評価差額金

平成17年10月31日　残高
（百万円）

△23 19,010 233 19,243

事業年度中の変動額

別途積立金の積立    －

剰余金の配当  △107  △107

剰余金の配当（中間配当）  △118  △118

利益処分による役員賞与  △40  △40

当期純利益  3,048  3,048

自己株式の取得 △1 △1  △1

自己株式の処分 0 0  0

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

  96 96

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△1 2,780 96 2,877

平成18年10月31日　残高
（百万円）

△25 21,791 329 22,120
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式

　移動平均法による原価法

(1）子会社株式

同左

(2）その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定）

(2）その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商品

　移動平均法による原価法

商品

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産　定率法

ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（附属設備を除く）について

は、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

　建物　　　　　　　　　２～50年

　機械装置　　　　　　　２～18年

(1）有形固定資産　定率法

同左

(2）無形固定資産　定額法

なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。

(2）無形固定資産　定額法

同左

４.繰延資産の処理方法 新株発行費

　支出時に全額費用として処理しておりま

す。

──────

５．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替

相場により円貨に換算し、換算差額は損益

として処理しております。

同左

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に備える

ため、当期に負担すべき支給見込額を

基準として計上しております。

(2）賞与引当金

同左
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項目
前事業年度

（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

(3）        ────── (3）役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充

てるため、支給見込額に基づき計上し

ております。

（会計方針の変更）

当事業年度より、「役員賞与に関する

会計基準」（企業会計基準第４号  平

成17年11月29日）を適用しております。

これにより、営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益は50百万円減少して

おります。

(4）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上しております。

なお、数理計算上の差異は、各期の発

生時における従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（５年）による定

額法により按分した額をそれぞれ発生

の翌期から費用処理することとしてお

ります。

(4）退職給付引当金

同左

(5）役員退職慰労引当金

役員に対する退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。

(5）役員退職慰労引当金

同左

７．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっております。

同左

８．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

為替予約が付されている外貨建金銭債

権債務については、振当処理を採用し

ております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

　為替予約取引

ヘッジ対象

　外貨建金銭債権債務

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3）ヘッジ方針

為替相場変動により外貨建金銭債権債

務の額が変動するリスクをヘッジする

ために為替予約を行っております。

(3）ヘッジ方針

同左
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項目
前事業年度

（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

(4）ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段の取引内容とヘッジ対象に

関する重要な条件が同一であり、かつ、

ヘッジ開始時及びその後も継続して為

替変動又はキャッシュ・フロー変動を

完全に相殺するものと想定することが

できるため、ヘッジの有効性の判定は

省略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

────── （固定資産の減損に係る会計基準）

当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第６号　平成15年10月31日）を適用しております。

これにより税引前当期純利益は64百万円減少しておりま

す。

なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表

等規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準第５号  平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号  

平成17年12月９日）を適用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金額は22,120百万円

であります。

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度にお

ける貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。
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表示方法の変更 

前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

 （貸借対照表）

「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法

律第97号）が平成16年６月９日に公布され、平成16年12

月１日より適用となること及び「金融商品会計に関する

実務指針」（会計制度委員会報告第14号）が平成17年２

月15日付で改正されたことに伴い、当事業年度から投資

事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資（証券

取引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）

を投資有価証券として表示する方法に変更しております。

なお、当事業年度末の「投資有価証券」に含まれる当

該出資の額は57百万円であり、前事業年度末の「出資

金」に含まれている当該出資の額は77百万円であります。

──────

──────  （損益計算書）

当事業年度において「スクラップ売却益」は営業外収

益の100分の10を超えたため区分掲記しております。

なお、前事業年度は営業外収益の「その他」に７百万

円含まれております。

追加情報 

前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

（外形標準課税制度の導入について）

 「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律

第９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月

１日以降に開始する事業年度より外形標準課税制度が導

入されたことに伴い、当事業年度から「法人事業税にお

ける外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての

実務上の取扱い」（平成16年２月13日企業会計基準委員

会実務対応報告第12号）に従い法人事業税の付加価値割

及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上し

ております。

この結果、販売費及び一般管理費が39百万円増加し、

営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ同

額減少しております。

──────
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年10月31日）

当事業年度
（平成18年10月31日）

※１．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産

建物 27百万円

土地 81百万円

計 108百万円

※１．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産

建物 25百万円

土地 81百万円

計 107百万円

担保付債務

買掛金 506百万円

担保付債務

買掛金 5,926百万円

※２．株式の状況

授権株式数　　　普通株式    41,200,000株

※２．              ──────

ただし、定款の定めにより、株式の消却が行われ

た場合には、これに相当する株式数を減ずること

になっております。

発行済株式総数　普通株式 10,800,000株

※３．自己株式

当社が保有する自己株式の数は、普通株式25,764株

であります。

※３．              ──────

　４．保証債務

下記会社の銀行借入金に対する保証債務は、次のと

おりであります。

ヤスヰ電業株式会社 38百万円

　４．保証債務

下記会社の銀行借入金に対する保証債務は、次のと

おりであります。

ヤスヰ電業株式会社 14百万円

　５．配当制限

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は233百万円

であります。

　５．              ──────

　６．当座貸越契約及び貸出コミットメント

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、金融

機関６社と当座貸越契約及び貸出コミットメント契

約を締結しております。当事業年度末における当座

貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行

残高等は、次のとおりであります。

　６．当座貸越契約及び貸出コミットメント

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、金融

機関８社と当座貸越契約及び貸出コミットメント契

約を締結しております。当事業年度末における当座

貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行

残高等は、次のとおりであります。

当座貸越極度額及び貸出コ
ミットメントの総額

1,600百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 1,600百万円

当座貸越極度額及び貸出コ
ミットメントの総額

5,500百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 5,500百万円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

※１．              ────── ※１．固定資産除却損の主要な内訳は次のとおりでありま

す。

建物 34百万円

解体費用等 5百万円

※２．              ────── ※２．減損損失

当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しております。

場所 用途 種類

愛知県豊橋市 賃貸不動産 土地

札幌市 遊休資産 土地

兵庫県三田市 遊休資産 土地

当社は、事業所用資産については事業所単位で、賃

貸不動産及び遊休資産については、個別物件単位で

グルーピングしております。

賃貸不動産については、地価の著しい下落等の理由

により帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失（52百万円）として特別損失に計上

しております。

また、遊休資産については、使用見込みがないため、

それぞれ帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失（11百万円）として特別損失に計

上しております。

なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価

額により測定しており、主に不動産鑑定評価額を基

準に評価しております。

（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自　平成17年11月１日　至　平成18年10月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前期末株式数
（千株）

当期増加株式数
（千株）

当期減少株式数
（千株）

当期末株式数
（千株）

自己株式

普通株式（注） 25 0 0 26

合計 25 0 0 26

(注）普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であり、減少０千株は、単元未満

株式の買増しによる減少であります。

（リース取引関係）

 ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。
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（有価証券関係）

　前事業年度（自　平成16年11月１日　至　平成17年10月31日）及び当事業年度（自　平成17年11月１日　至　平

成18年10月31日）における子会社株式で時価のあるものはありません。

（税効果会計関係）

前事業年度
（平成17年10月31日）

当事業年度
（平成18年10月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産

貸倒引当金損金算入限度超過
額

   226百万円

賞与引当金損金算入限度超過
額

166

投資有価証券評価損及び関係
会社株式評価損否認

87

未払事業税否認 39

退職給付引当金損金算入限度
超過額

411

役員退職慰労引当金否認 198

ゴルフ会員権評価損否認 26

その他 71

繰延税金資産合計 1,227

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △159

繰延税金負債合計 △159

繰延税金資産の純額 1,068

繰延税金資産

貸倒引当金損金算入限度超過
額

278百万円

賞与引当金損金算入限度超過
額

190

投資有価証券評価損及び関係
会社株式評価損否認

171

未払事業税否認 122

退職給付引当金損金算入限度
超過額

444

役員退職慰労引当金否認 218

ゴルフ会員権評価損否認 32

その他 129

繰延税金資産合計 1,587

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △224

繰延税金負債合計 △224

繰延税金資産の純額 1,363

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

（調整）

交際費等永久に損金に算入
されない項目

1.6

受取配当金等永久に益金に
算入されない項目

△0.1

住民税均等割 0.7

その他 0.5

税効果会計適用後の法人税等の
負担率 43.3

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるた

め、注記を省略しております。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

１株当たり純資産額 1,782円34銭

１株当たり当期純利益 184円77銭

１株当たり純資産額      2,053円19銭

１株当たり当期純利益    282円99銭

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度
(自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日)

当事業年度
(自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日)

１株当たり当期純利益

当期純利益（百万円） 1,961 3,048

普通株主に帰属しない金額（百万円） 40 －

（うち利益処分による取締役賞与金） (40) (－)

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,921 3,048

期中平均株式数（千株） 10,399 10,773

（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

────── （円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行）

平成18年11月９日開催の当社取締役会において、2006

年11月29日を払込期日とするスイス連邦を中心とする海

外市場（但し、アメリカ合衆国を除く。）における募集

を行う2011年11月29日満期円貨建転換社債型新株予約権

付社債の発行を決議し、下記のとおり発行いたしました。

その概要は次のとおりであります。

１．発行価額の総額 2,000百万円 

２．発行価額 本社債額面金額の100％

（各本社債額面金額５百万円）

３．発行価格 本社債額面金額の102.5％

４．利率 本社債には利息は付さない。

５．払込期日 2006年11月29日（スイス時間）

６．償還期限

(1）満期償還

2011年11月29日（償還期限）に本社債額面金額の

100％で償還する。

(2）本新株予約権付社債所持人の選択による繰上償還

本新株予約権付社債所持人は、その選択により、

当社に対し、2009年11月29日（以下「任意償還

日」という。）において、その保有する本社債を

本社債額面金額の100％で償還することを請求す

ることができる。かかる請求をするためには、本

新株予約権付社債所持人は、2008年10月29日（当

日を含む。）から2009年11月12日（当日を含

む。）までの期間に所定の償還通知書とともに当

該本新株予約権付社債券を本社債の引受人に預託

しなければならない。かかる通知は取り消し又は

撤回することができない。
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前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

但し、かかる通知とともに本新株予約権付社債券

を預託して上記請求を行った本新株予約権付社債

所持人は、任意償還日より５営業日前の日のジュ

ネーブ市における営業終了時まで本新株予約権を

行使することができる。

７．本新株予約権の目的となる株式の種類及び数

(1）種類 当社普通株式

(2）数

本新株予約権の行使により当社が新たに発行又は

これに代えて当社の保有する当社普通株式を移転

（以下、当社普通株式の発行又は移転を当社普通

株式の「交付」という。）する当社普通株式の数

は、行使された本新株予約権に係る本社債の額面

金額の総額を下記８．及び９．に定める転換価額

で除した数とする。但し、１株未満の端数は切り

捨て、現金による調整は行わない。また、本新株

予約権の行使により単元未満株式が発生する場合

には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権

が行使されたものとして現金により精算する。

８．当初転換価額

2,945円

９．転換価額の調整

転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が

当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株

式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分

する場合（新株予約権の行使等を除く。）には、次

の算式により調整される。

なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社

の発行済普通株式（当社が保有するものを除く。）

の総数をいう。

既発行
株式数

＋

発行又は
処分株式数

×
１株当たりの
払込金額

調整後
転換価額

＝
調整前
転換価額

×
時価

既発行株式数＋発行又は処分株式数

また、転換価額は、当社普通株式の分割（無償割当

てを含む。）又は併合、当社普通株式の時価を下回

る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新

株予約権（新株予約権付社債に付されるものを含

む。）の発行が行われる場合その他一定の事由が生

じた場合にも適宜調整される。

10．本新株予約権の総数

400個

11．本新株予約権の行使に際して払い込むべき額

①本新株予約権１個の行使に際し、当該本新株予約権

に係る本社債を出資するものとする。

②本新株予約権１個の行使に際して出資される財産の

価額は、各本社債の額面金額と同額とする。
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前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

12．本新株予約権の行使期間

2006年12月13日（スイス時間）から2011年11月15日

におけるジュネーブ市における銀行営業終了時まで

とする。

但し、(A）当社が税制変更等若しくは当社が組織再

編行為を行う場合により本社債を繰上償還する場合

には、償還日のジュネーブ市及び東京における５銀

行営業日前の日におけるジュネーブ市における銀行

営業終了時より後、(B）本社債が本新株予約権付社

債所持人の選択により繰上償還される場合には、

2009年11月29日より５営業日前の日のジュネーブ市

における営業終了時より後、(C）買入消却の場合は、

本社債の引受人が本社債を消却した時より後、又は、

(D）当社が本新株予約権付社債の要項に定めるとこ

ろにより本社債につき期限の利益を喪失した場合に

は、期限の利益の喪失日後は、それぞれ、本新株予

約権を行使することはできないものとする。

但し、(x）いかなる場合も2011年11月15日より後は

本新株予約権を行使することはできないものとし、

また、(y）当社が組織再編行為を実行するために本

新株予約権の行使の停止が必要であると当社が合理

的に判断した場合は、本新株予約権は、当社が定め

る期間（かかる期間は、30日を超えることはできず、

当該組織再編行為の効力発生日の14日後の日以前に

終了するものとする。）は行使することができない

ものとする。当社は、本新株予約権付社債所持人及

び本社債の引受人に対して、上記(y）記載の本新株

予約権の行使の停止を決定した旨及び停止期間を、

当該停止期間が開始する30日以上前に通知するもの

とする。

なお、組織再編行為の効力発生日の１ヶ月前の日か

ら組織再編行為の効力発生日の14日後の日までの期

間内に本新株予約権が行使された場合は、本新株予

約権の行使により交付されるべき当社普通株式の株

券は交付されない場合がある。この場合は、当社は、

本新株予約権を行使した本新株予約権付社債所持人

に対し、組織再編行為の効力発生日後に可能な限り

速やかに当該当社普通株式の株券を交付するものと

する。

13．本新株予約権の行使の条件

各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
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前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

14．本新株予約権の行使により株式を発行する場合にお

ける増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①本新株予約権の行使により株式を発行する場合にお

いて増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の

１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じた

ときは、その端数を切り上げるものとする。

②本新株予約権の行使により株式を発行する場合にお

いて増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本

金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金

の額を減じた額とする。

15．資金使途

主として、設備投資資金に充当する予定である。
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役員の異動
（平成19年１月30日付）

１．新任取締役候補

　　　取　締　役　　　　　加　藤　通　夫　（現、当社総務部長）

 　　（総務部長）

 

２．退任予定取締役

　取　締　役　　　　　大　石　　　勉　

以 上
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